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別
記
様
式
第
14の
２
の
３
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
14の

２
の
３
（
第
19条

関
係
）

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

別
記
様
式
第
14の

２
の
４
（
第
19条

関
係
）

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。



28令和7年3月21日（金曜日）（第18268号） 東　京　都　公　報
別
記
様
式
第
16の
６
及
び
別
記
様
式
第
16の
６
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第

の
６
（
第

条
関
係
）

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格

４
と
す
る
。
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別
記
様
式
第

の
６
の
２
（
第

条
関
係
）

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格

４
と
す
る
。



30令和7年3月21日（金曜日）（第18268号） 東　京　都　公　報
別
記
様
式
第
16の
６
の
２
の
次
に
次
の
２
様
式
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第

の
６
の
２
の
２
（
第

条
関
係
）

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格

４
と
す
る
。
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別
記
様
式
第

の
６
の
２
の
３
（
第

条
関
係
）

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格

４
と
す
る
。



32令和7年3月21日（金曜日）（第18268号） 東　京　都　公　報
別
表
第
４
中

「場
内
試
験
課
題
設
定
基
準

」を

「場
内
試
験
課
題

設
定
基
準

（一

）
」に

、

「交
差
点
の
通
過

」を

「交
差
点
の
通

行
」に

改
め
、
同
表
場
内
試
験
課
題
設
定
基
準

（一

）の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。



33 令和7年3月21日（金曜日） （第18268号）東　京　都　公　報

告
　
　
　
示
（
警
）

◉警
視
庁
告
示
第
81号

平
成
14年
５
月
28日
警
視
庁
告
示
第
78号

（東
京
都
道
路
交
通
規

則
に
基
づ
く
警
視
総
監
の
指
定
に
関
す
る
告
示

）の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
21日

警
視
総
監

　

迫　
田　

裕　
治

１
の
項
の
表
中

「運
転
免
許
証
の

」を

「運
転
免
許
証
等
の

」に、

「免
許
証
更
新
手
数
料
納
付
書

」を

「免
許
証
等
更
新
手
数
料
納
付

書

」に
改
め
る
。

３
の
項
を
削
り
、
４
の
項
を
３
の
項
と
す
る
。

附　
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
７
年
３
月
24日

か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号

東
京
都
下
水
道
局
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

東
京
都
下
水
道
局
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
七
年

東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
た
だ
し
書
中
「
第
五
号
に
該
当
す
る
」
を
「
局
長
が
別
に

　
通
自
動
車
仮
免
許
は
、
Ａ
Ｔ
車
を
使
用
し
て
行
う
項
目
に

つ
い
て
70点
以
上

）

別
表
第
５
中

「運
転
免
許
証

」を

「免
許
証
等

」に
改
め
る
。

附　
則

１　
こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
３
月
24日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し、

別
表
第
４
の
改
定
規
定
は
、
同
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

道
路
交
通
規
則
の
様
式

（こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。

）に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修

正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
利
用
営
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
３
月
21日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　
廣　

瀨　
道　

明

◉東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
利
用
営
業
の
規
制
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
利
用
営
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則

（平
成
22年
４
月
30日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

）の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
８
条
第
１
号
エ
中

「第
104条

の
４
第
５
項

（同
法
第
105条

第

２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」を
「第

105条
の
２

第
１
項

」に
改
め
る
。

附　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
３
月
24日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
４
路
上
試
験
課
題
設
定
基
準
の
項
中

「路
端
へ
の
停
止

」

を
「路

端
へ
の
停
車

」に
改
め
、
同
表
合
格
基
準
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

合格基準

　　　　　　

試
験
の
成
績
は
、
100点

満
点
と
し
、
運
転
免
許
の
種
別

ご
と
に
次
に
掲
げ
る
得
点
の
も
の
を
合
格
と
す
る
。

１　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免

許
、
大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
牽 け
ん引
第
二
種
免

許
は
80点

以
上

２　
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
は
、
Ａ
Ｔ
車
を
使
用
し
て
行

う
項
目
及
び
Ａ
Ｔ
車
以
外
の
自
動
車
を
使
用
し
て
行
う
項

目
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
80点

以
上

（Ａ
Ｔ
車
限
定
の
普

通
自
動
車
第
二
種
免
許
は
、
Ａ
Ｔ
車
を
使
用
し
て
行
う
項

目
に
つ
い
て
80点

以
上

）

３　
大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
準
中
型
自
動

車
免
許
、
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免

許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
、
牽 け
ん引
免
許
及
び
準
中
型
自

動
車
仮
免
許
は
70点

以
上

４　
普
通
自
動
車
免
許
は
、
Ａ
Ｔ
車
を
使
用
し
て
行
う
項
目

及
び
Ａ
Ｔ
車
以
外
の
自
動
車
を
使
用
し
て
行
う
項
目
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
70点

以
上

（Ａ
Ｔ
車
限
定
の
普
通
自
動

車
免
許
は
、
Ａ
Ｔ
車
を
使
用
し
て
行
う
項
目
に
つ
い
て
70

点
以
上

）

５　
大
型
自
動
車
仮
免
許
及
び
中
型
自
動
車
仮
免
許
は
60点

以
上

６　
普
通
自
動
車
仮
免
許
は
、
Ａ
Ｔ
車
を
使
用
し
て
行
う
項

目
に
つ
い
て
70点

以
上
、
Ａ
Ｔ
車
以
外
の
自
動
車
を
使
用

し
て
行
う
項
目
に
つ
い
て
60点

以
上

（Ａ
Ｔ
車
限
定
の
普



34令和7年3月21日（金曜日）（第18268号） 東　京　都　公　報
消
防
総
監　
吉　

田　
義　

実

第
６
条
の
６
中

「次
に
掲
げ
る
も
の

」を

「日
本
産
業
規
格
Ｚ

9290

（雷
保
護

）－
３
－
2019

」に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

附　
則

（施
行
期
日

）

１　
こ
の
告
示
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（経
過
措
置

）

２　
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
31日
ま
で
に
そ
の

工
事
に
着
手
す
る
建
築
物
の
避
雷
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示

に
よ
る
改
正
後
の
火
災
予
防
施
行
規
程
第
６
条
の
６
の
規
定
に
よ

ら
な
い
で
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
火
災
予
防
施
行
規
程
第

６
条
の
６
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
　
　
　
告

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
変
更
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
梅
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら

次
に
掲
げ
る
者
に
理
事
長
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

氏
名

林　

薫

二　

住
所

青
梅
市
本
町
百
三
十
番
地
の
一　

五
〇
四

定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

職
務
に
関
し
て
有
益
な
研
究
を
行
い
、
又
は
有
益
な
発
明
発

見
を
し
た
と
き
。

二　

都
政
課
題
の
解
決
に
当
た
り
、
他
に
類
例
を
み
な
い
顕
著
な

功
績
の
あ
つ
た
と
き
。

三　

担
当
事
務
に
熟
達
し
、
多
年
に
わ
た
つ
て
献
身
的
に
職
務
に

精
励
し
た
と
き
。

四　

都
民
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
改
善
又
は
公
務
能
率
の
向
上
に
関

し
て
著
し
い
貢
献
の
あ
つ
た
と
き
。

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
優
れ
た
善
行
又
は
功

績
が
あ
つ
て
、
表
彰
す
る
こ
と
が
適
当
と
局
長
が
認
め
た
と
き
。

第
二
条
た
だ
し
書
中
「
前
条
第
五
号
に
該
当
す
る
」
を
「
局
長
が

別
に
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
記
念
品
」
を
「
副
賞
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
さ
か
の
ぼ
つ
て
」
を
「
遡
つ
て
」
に
、
「
記
念
品
」
を
「
副

賞
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
及
び
書
記
若
干
人
を
お
き
」
を
「
を
置
き
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
し
、
書
記
は
、
上
司
の
指
揮
を
受
け
、

庶
務
に
従
事
」
を
削
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示
（
消
）

◉東
京
消
防
庁
告
示
第
１
号

火
災
予
防
施
行
規
程

（昭
和
37年

７
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
17

号

）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
21日

東
京
消
防
庁

　
　
　
　
　
　
　

発 行
東

京

都
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〇


